
契 約 変 更 理 由 書

神戸市　

工 事 名 （仮称）新北建設事務所建設工事

　契約変更後の工事概要

１，照明灯などの撤去工事の増

２．街渠桝の撤去、新設の増

３．地中障害物　処分の増

４．交通誘導員　配置変更の増

５．工事情報共有システム　採用の増

６．接触防止ロープ　設置の増

　契約変更の理由

１，工程上、未契約の電気工事で実施予定であった撤去を建築工事で実施が必要となったため

２．現地詳細調査により、街渠桝の撤去、新設が必要となったため

３．地盤掘削にて、当初想定していなかった地中障害物が埋設されていることが判明したため

４．大型車両の現場侵入が必要になり、交通誘導員Aが必要な指定路線に追加配置したため

５．デジタル化の観点より、工事情報共有システムを採用したため

６．阪神高速道路株式会社との施工協議の結果、高架下へ接触防止ロープ等の設置が必要と
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　　なったため


